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す。一時保育を利用する場合は、登
録承認後、直接実施保育園へ。
□予約方法　利用する月の前月の１
日午前１０時から各保育園に電話予約
（１日が土・日曜日、祝日の場合に
は、その月の最初の平日開所日が受
付日となります）
□利用日数　利用日数は週３日以内
（それぞれの保育園を利用される場
合でもあわせて３日以内です）。
□保育時間　月～金曜日　　　　　
午前８時３０分～午後５時
　￥ 【４時間以内】１，２００円／回
【４時間超過】２，４００円／回
【昼食】２００円／日
【おやつ】１５０円／日
　問 西原保育園（札４６１－９０６３）
ほうやちょう保育園（札４６５－１３８０）
しもほうや保育園（札４２１－６４６８）
みどり保育園（札４６２－４２００）
田無保育園（札４６１－４４１９）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 環　境 
■「家庭用省エネナビ」の貸し出
し
　省エネの難しさ、そして楽しさを
実感できる「省エネナビ」を貸し出
します。家庭の分電盤に取り付け、
日、週、月単位の電気使用量、二酸
化炭素などが表示できます。
□貸出期間　４か月以内
□台数　５台（先着順）
　申 ８月２０日昭からエコプラザ西東京
（札４２１－８５８５）へ電話
※貸出終了後に省エネ行動報告書を
提出していただきます。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

を所持している方が世帯構成員であ
り、世帯全員が市民税非課税の場合。
【半額免除】①視覚・聴覚の障害者
手帳所持者が世帯主（かつ受信契約
者）の場合。②重度の障害者（身体
障害者手帳１・２級、愛の手帳１・
２度、精神障害者手帳１級）が世帯
主（かつ受信契約者）の場合。
　申 障害福祉課（両庁舎１階）で免除
事由の証明を受け、ＮＨＫに提出し
てください。ＮＨＫが免除の決定を
し、通知します。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

 子育て 

■平成２１年度一時保育事業の
利用登録
　保護者の就労、社会活動への参
加、育児疲れのリフレッシュ、疾病
などさまざまな理由で、保育が必要
となったとき、一時的に保育園で児
童をお預りします。利用するには、
登録が必要です。
　対 市内在住の満１歳から就学前の児
童で一時的に保育を必要とする方
※障害のある小学１～４年生までの
児童で一時的に保育を必要とする場
合は、午後の時間、一時保育を行い
ます（西原保育園のみ）。
□実施保育園・定員
◎西原保育園・１０人以内
◎ほうやちょう保育園・６人以内
◎しもほうや保育園・６人以内
（社会福祉法人至誠学舎東京運営）
◎みどり保育園・６人以内
（社会福祉法人たつの子の会運営）
◎田無保育園・６人以内
（社会福祉法人大誠会運営）
□利用方法　保育課（田無庁舎１
階）、一時保育実施保育園にある一
時保育利用登録申請書にて登録をし
てください。平成２０年度以前に登録
されている方も再登録が必要です。
登録受付後、登録通知書を送付しま

敢閲覧は公益性が認められる場合に
限定されました。
柑閲覧した情報の利用目的、管理責
任等を明らかにする必要があります。
桓偽りその他不正な手段による閲覧
や目的外利用に対する制裁措置が強
化されました。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）

■来庁者の本人確認を実施
　各種届け出などの受付事務は、個
人情報の保護を図り、住民記録の管
理を適正に行う必要があります。
　市民課および各出張所では、各種
届け出・各種証明書の請求時に、来
庁者の本人確認を実施しています。
　お持ちいただく本人確認書類は、
運転免許証や旅券、住民基本台帳カ
ード（写真付き）などの官公署が発
行した顔写真付きであれば１点。健
康保険証や年金手帳、学生証などで
あれば２点以上必要です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■代理人による届け出
　代理人による届け出や証明書の請
求については、委任状が必ず必要に
なります。委任者本人の自筆で、次
の事項を記載してください。
①代理人の住所・氏名・生年月日
②委任事項
③委任する日
④委任者本人の住所、署名、捺印
（印鑑登録の場合は、登録する印鑑
を押印してください）。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 福　祉 

■ＮＨＫ放送受信料の免除申
請を受付
　対 【全額免除】身体障害者手帳・愛
の手帳・精神障害者手帳のいずれか

 届　出 

■住民基本台帳閲覧の利用状況
　住民基本台帳法第１１条第３項およ
び第１１条の２第１２項に基づき、平成
２０年４月１日～平成２１年３月３１日ま
での住民基本台帳の閲覧の状況を公
表します。閲覧の詳細については、
市　HP 、情報公開コーナー（両庁舎１
階）でご覧ください。
興住民基本台帳法第１１条第１項によ
る閲覧（国または地方公共団体）…３４件
興住民基本台帳法第１１条の２第１項
による閲覧（個人または法人）…４３件
～住民基本台帳法の改正により閲覧
制度が平成１８年１１月１日から変わり
ました～
　何人でも閲覧請求できるという従
来の閲覧制度は廃止し、個人情報保
護に留意するとともに、公益性が認
められる場合に限定した制度として
再構築されました。これにより、営
利目的のダイレクトメールなどの閲
覧は禁止されました。
□改正の概要

ご存知ですか？情報公開・個人情報保護制度
　市の情報公開制度・個人情報保護制度の概要をお知らせし、昨年度の
運用状況を報告します。
Ｑ　情報公開制度とは？
　情報公開制度は、市が保有する公文書を市民の皆さんからの求めに応
じて公開し、市政の透明性を確保するための制度です。
　情報公開制度による公文書の開示請求は、どなたでもすることができ
ます。
Ｑ　個人情報保護制度とは？
　個人情報保護制度は、市が保有する個人情報を適正に管理し、利用す
るための方法などを定め、市民の個人情報に関する権利を守るための制
度です。
Ｑ　開示請求をするときは？
①公開の対象となる文書
　市が現に保有している文書で、公文書として組織的に用いられている
ものが公開の対象となります。
②文書の公開を求めることができる方
　情報公開制度による開示請求は、市内に在住・在勤の方や市の事業に
利害関係を有する方などがすることができます（それ以外の方であって
も任意的開示請求をすることができます）。
　個人情報保護制度による開示請求は、原則として市が保有する個人情
報の本人の方に限られます。
③開示請求の方法
　情報公開コーナーにある請求書または任意の用紙に必要事項を記載
し、提出してください。請求書は、市　HP からのダウンロードが可能です。
　また、情報公開制度による公文書の開示請求は、市　HP （公文書検索シ
ステム）から文書を検索したうえで行うこともできます。

④開示・不開示の決定
　請求があった日の翌日から
１４日以内（３０日を限度に延長す
る場合あり）に、開示するかど
うかを決定し、書面でお知らせ
します。
⑤救済の手続き
　決定に不服があるときは、一
定の期間内であれば異議申立
てをすることができます。こ
の異議申立ては、内容によって
西東京市情報公開審査会また
は西東京市個人情報保護審査
会に諮問されます。市では審
査会の答申を尊重して、開示・
不開示を決定します。
　また、決定について処分取消
しの訴えを提起することもできます。
興情報公開コーナー（両庁舎１階）
　市で発行する資料をご覧いただけます。
□利用時間　月～金曜日午前８時３０分～午後５時（祝日を除く）
興公文書検索システム
　市が保有する公文書の検索や情報公開制度による開示請求を市　HP か
らすることができます。また、希望の方には、開示文書を自宅のパソコ
ンで閲覧することもできます（詳しくは、市　HP をご覧ください）。
◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１１）

■情報公開制度の運用状況

合計４９件
【内訳】
全部開示決定１９件
一部開示決定２５件
不開示決定５件

公文書開示請求
等件数

２件異議申立て件数

興平成２０年度の実施状況

■個人情報保護制度の運用状況

合計２７７９件
【内訳】
全部開示決定２７７６件
不存在３件

自己情報開示請
求件数

合計１件
【内訳】
目的外利用等の中止請
求１件

自己情報訂正等
の請求件数

０件異議申立て件数

■地上デジタル放送チュー
ナーの給付
　総務省ではＮＨＫの放送受信料
が全額免除の世帯に対して、地上
デジタル放送を視聴するために必要
最低限の機器の無償給付などを行
う支援を開始します。詳細について
は、決定次第お知らせします。
　対 ①生活保護世帯な

ど　②市町村
民税非課税の障害者世帯　③社会
福祉事業施設入所者
　申 ＮＨＫと受信契約を結び、全額
免除の適用を受けることが必要で
す。早めに契約手続きをお願いし
ます。
　問 総務省地デジコールセンター
（札０５７０ー０７－０１０１）


